
（ 時 期 ）

●

●

●

●

　

● 事業計画変更 事 業 計 画 等 変 更 届 ● 第８号様式

● 事業中止・休止・廃止 事業中止・休止・廃止届 ● 第１１号様式

法人の登記事項証明書及び定款

用 地 取 得 前 協定書締結

（所有権移転前）

●

● 最近1年間の決算書等の写し※操業開始日の１ヶ月前まで

※移転の場合は常勤従業員名簿を添付（指定要件の確認のため）

防府市工場等設置奨励制度手続きフロー図　

（ 提 出 書 類 ） （ 通 知 書 類 ）

第１号様式

工 事 着 工 日 公害防止施設に関する図面（公害防止施設がある場合のみ）

申 請 時 奨励措置指定申請 ●

● 工場用地等見取図

工場等配置図

工場等における事業計画書

製造工程表

その他市長が必要とする書類

対
象
期
間

● 指定通知

（第２号様式）

工 事 完 了 日 工 事 完 了 届 ● 第９号様式

※遅滞なく

※2 3年度間同様の申請が必要

（一） 操 業 開 始 日 操 業 開 始 届 ● 第１０号様式

償却資産申告

※遅滞なく

● 第４号様式

（三）

● その他市長が必要とする書類

１月３１日迄に

操業開始日から起算して
12月を経過する日

（二）

固 定 資 産 税 納 付

工場等設置奨励金交付申請書

操業開始日から起算して
24月を経過する日

●

雇用奨励金対象予定者名簿

※ 必要に応じ、全従業員リストの提出

● 固定資産課税台帳の写し

● 市税の納税証明書

※1 翌年度の6/1までに

操業開始日から起算して
36月を経過する日

● 支給基準常勤従業員数報告書

雇用奨励金交付申請書

　健康保険・厚生年金被保険者の証明

●

場合、新卒者であることを証する書類

●

※対象期間の末日（一）～（四）

（第７号様式）

●
● 交付決定通知

直近決算書等の写し

その他市長が必要とする書類

※基準日から1ヶ月以内

●

●

雇用奨励金対象者に新卒者が含まれる

交付決定通知

（第７号様式）

※雇用保険被保険者の証明及び

投下固定資産総額の明細書

市税の納税証明書

新規雇用の常勤従業員を証する書類

● 投下固定資産総額を証する書類

新規雇用常勤従業員名簿

※新規・増設の場合は、対象期間中に常勤従業員を指定要件必要数雇用した時点で提出。（指定要件の確認のため）

● 雇用奨励金対象者名簿

●

● 直近決算書等の写し

●

● 雇用奨励金対象予定者名簿

（一）～（四）

（四）

基 準 日 ： 雇 用 者 確 認

● 第５号様式

　

（協定締結日時点、対象期間末日時点）

の翌日から

12ヶ月を

経過する日

 ①対象期間中に、工場等の設置に関し常勤従業員として新たに雇用又は配属された者で、基準日まで常勤従業員である者の数
　 　※常勤従業員は
　　 　１．雇用保険法に基づく被保険者であって、かつ健康保険法又は厚生年金保険法に基づく被保険者であること。
　　　 　　また、事業者と雇用期間の定めのない労働契約を締結していること。
　　　 ２．雇用又は配属された日（以下「配属日等」）から基準日までの間、防府市内に居住し住民登録を有している
　　　　 　こと。なお、配属日等に居住及び住民登録を行っていない常勤従業員が、配属日等から起算して90日以内に
　　　　　 防府市内に居住し住民登録を行った場合は、配属日等から住民登録があったものとみなす。

 ②支給基準常勤従業員数：対象期間末日の市内全従業員数-協定締結日の市内全従業員数
　 　※市内全従業員とは防府市内に有する全ての工場等の全従業員数で、当該従業員は、雇用保険法に基づく被保険者
　　 　であって、かつ健康保険法又は厚生年金保険法に基づく被保険者であること。

⇒
 ①②いずれか少ない数に40万円を乗じて得た額を雇用奨励金として交付
　 ※1 支給基準常勤従業員数が５人（中小企業は２人）未満の場合は不交付
   ※2 ①に新卒者が含まれる場合は、新卒者の数又は支給基準常勤従業員のいずれか少ない数
　　 　に１０万円を乗じて得た額を加算する。


